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○松山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

令和６年３月１９日 

条例第１９号 

松山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例

第５８号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は，老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１７条第１項の規定に

基づき，特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例で使用する用語は，老人福祉法で使用する用語の例による。 

（設備及び運営に関する基準） 

第３条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は，次条に定めるもののほか，

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号）（同

令第８条（同令第４２条，第５９条及び第６３条において準用する場合を含む。）を除

き，同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって，その基

準とする。この場合において，同令第１１条第４項第１号イ及び第５５条第４項第１号

イ中「入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は，２人」とあるのは，「入

所者相互の視線の遮断その他の入所者のプライバシーの保護に配慮する措置が講じられ

ていると認められる場合は，２人以上４人以下」とするほか，必要な技術的読替えは，

規則で定める。 

（非常災害対策） 

第４条 特別養護老人ホームは，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける

とともに，地震，風水害及び当該特別養護老人ホームの周辺地域の環境，立地条件等か

ら想定される災害等の非常災害ごとに，当該非常災害が発生した場合における入所者の

安全の確保のための体制，避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）

を策定し，当該特別養護老人ホームの見やすい場所に掲示しておかなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，施設防災計画に基づき，非常災害時の関係機関への通報及び

関係機関との連携の体制並びに入所者を円滑に避難誘導するための体制を整備し，定期

的に，これらの体制について職員及び入所者に周知するとともに，避難，救出等の必要

な訓練を行わなければならない。 
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３ 特別養護老人ホームは，前項の訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは，第２項の訓練の結果に基づき，施設防災計画の検証を行うと

ともに，必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。 

５ 特別養護老人ホームは，非常災害が発生した場合に職員及び入所者が当該特別養護老

人ホームにおいて当面の避難生活をすることができるよう，必要な食糧，飲料水，医薬

品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。 

（規則への委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め

る。 

付 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 


